
� 徴兵制と徴兵忌避
～徴兵逃れと弾丸除け信仰～

１　徴兵令と人々の混乱

� �1873（明治６）年１月10日、政府は徴兵令を制定した。徴兵令は、満20歳以上の男子を徴集し、
常備軍（抽選によって選ばれ３年間の全日制勤務に服す）、第一後

こう

備
び

軍
ぐん

（常備軍を終えた後の２
年間に年一度の短期勤務に服す）、第二後備軍（第一後備軍を終えた後の２年間、勤務義務はな
いが軍に所属する）の計７年間の兵役義務を定めていた。また、免役された者を除く満17歳から
40歳までのすべての男子を国民軍の兵籍に登録した。制定当初の免役規定は、身長５尺１寸（約

154.5cm）未満の者、戸主（世帯主）、嗣
し

子
し

（相続者
＝長男等）、徴兵在役者の兄弟、徒刑以上に処せら
れた罪人、官

かん

吏
り

、官公立学校の生徒、免役料（代人
料）270円の納入者などであった。徴兵令の制定は、
人々に多くの不安と混乱をもたらした。江戸時代の
身分制社会のもとで、「仁政は武家の務め、年貢は
百姓の務め」とされてきた民衆にとって、理不尽に
も戦争に動員されて命を失うことへの恐怖と、一家
の貴重な労働力を奪われることの経済的負担は大変
なものであった。そのため、岡山県美

みまさか

作地方の一揆
など、西日本を中心に徴兵反対一揆（血税一揆）が
各地で起こった。

２　徴兵逃れ

� �静岡県下では、一揆には至らなかったものの、徴兵逃れのための
養子縁組をする、遠方へ逃亡する、自分の身体を故意に傷つけるな
ど、徴兵忌

き

避
ひ

の行為が見られた。〈史料１〉は、有
う

渡
ど

郡清水村（静
岡市清水区）の農民が、兵役を逃れようとして全身に漆

うるし

を塗り、皮
膚が爛

ただ

れた状態で検査を受けたところ、そのことが露
ろ

見
けん

して処罰さ
れたというものである。記者は、忌避者を「無

む

智
ち

蒙
もう

昧
まい

ノ者」とし、
その行為を禽

きん

獣
じゅう

にも劣ると断ずるとともに、学校を設けなければ
ならないことの根拠ともしている。この記事からは、当時の知識人
たちが、学校教育による民衆の教化と徴兵制とを不可分なものとし
て認識していたことがうかがわれる。
　徴兵制への不安は、人々の間で様々な風説や信仰を生み出すこと
となった。〈史料２〉は、吉

よし

原
わら

（富士市）で、徴兵検査にあわせて、
17歳から19歳までの娘はサハリン（樺

から

太
ふと

）に送られるとの風説が流
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れたため、親たちが娘の婿
むこ

捜しに奔
ほん

走
そう

しているとの報告で
ある。また、〈史料３〉は、1873（明治６）年２月の第１
回徴兵検査の際に、徴兵逃れを祈願した人々の様子を記録
したものである。ただ、このころはまだ、特定の寺社に対
する信仰が成立するまでには至っていなかったとみられる。

３　徴兵令改正と神仏祈願

� �さて、先にあげたように、徴兵令の制定当初は広範な免
役規定が設けられていた。そのため、1879（明治12）年に
は、全国の徴兵対象者約32万人のうち、28万７千人余りが
免役となった。この年、政府は徴兵令を改正し、常備軍３
年、予備軍３年、後備軍４年、その後国民軍に編入するこ
ととして兵員の確保を図った。加えて、免役と平時免役と
に分け、50歳未満の者の嗣子・養子には免役を認めないなど、免役規定の制限を行った。さらに、
1883年には、代人制を廃止し、免役制を平時における徴集猶予制に改め、猶予対象者を60歳以上
の者の嗣子・養子などとした。また、満17歳以上27歳未満で官立府県立学校の卒業証書を有する
者は１年間現役に服せばよいという１年志願兵制がつくられた。1889年には徴兵令の大改正が行
われ、国民皆兵の原則のもとで、戸主に認められていた平時徴集猶
予制も全廃された。こうして相次ぐ徴兵令の改正により、資産家以
外の一般民衆が合法的に徴兵から逃れる道は閉ざされていった。
　このような状況のなかで、人々の間に現役徴集の抽選からはずれ
ることを祈る神仏信仰がはやることとなった。やがて、日清・日露
戦争からアジア・太平洋戦争へと日本が戦争の道を突き進み、多く
の兵士が戦地に赴くようになると、徴兵除

よ

けの信仰は弾
た

丸
ま

除
よ

けの信
仰に転化した。県下では、奥山方

ほう

広
こう

寺
じ

半
はん

僧
そう

坊
ぼう

（浜松市北区引
いな

佐
さ

町）
や龍

りゅう

爪
そう

山
ざん

穂積神社（静岡市葵区）などが徴兵除け・弾丸除け信仰
で知られている。もともと、奥山半僧坊は様々な厄除け祈願や火

ひ

防
ぶせ

の神、龍爪山は農業の神・狩猟の神・鉄砲の神として信仰されてい
た。やがて、こうした寺社が徴兵除け・弾丸除けの信仰も受けるよ
うになったと考えられる。戦時期、これらの寺社には他県からも徴兵除け・弾丸除けの祈願が寄
せられた。奥山半僧坊では千本幟

のぼり

の風習が流行し、龍爪山では参拝者向けに「玉
たま

除
よけ

ようかん」
などが販売されたという。人々は、できる限りの知恵を絞って徴兵から逃れようと努めた。しか
し、その努力も国家の強権の前にはどうにもならなかった。それゆえ、人々は神仏に徴兵除けを
願い、戦地に赴

おもむ

かされた者やその家族たちは、弾丸除けを祈らざるを得なかったのである。
〈参考文献〉
大江志乃夫『徴兵制』（岩波書店）
牧原憲夫『民権と憲法』（岩波書店）
大江志乃夫・杉山金夫・巨島康雄ほか「静岡県内の徴兵逃れと弾丸除け信仰―奥山方広寺半僧坊・浜松只木神社天白社・竜爪山大権現・
藤枝大井神社・由比藤八権現・富士宮本門寺―」（『静岡県近代史研究』第５号）
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〈写真１〉龍爪山の登山口で売られ
ていた「玉除ようかん」
の宣伝用幟
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